
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水木しげる記念館再整備事業 
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令和４年１１月 

境 港 市 
  



水木しげる記念館再整備事業（以下「本事業」という。）に関して、境港市（以下「甲」と

いう。）は、水木しげる記念館再整備事業ＤＢＯ共同事業体（以下「乙」という。）の代表企業

である株式会社水木プロダクション並びに構成企業の株式会社平設計、株式会社トーキョー

工務店、美保テクノス株式会社、株式会社リンクス、株式会社丹青社関西支店、株式会社   

ソニー・クリエイティブプロダクツ及び中山マネジメント株式会社との間で、次のとおり  

基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、別紙１に記載のとおり、本事業に係る設計業務、建設業務、展示業務、 

工事監理業務、維持管理業務及び運営業務についての各契約又は協定（以下「事業契約等」

という。）の締結並びに本事業の円滑な実施に向けて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本的合意） 

第２条 乙は、本事業に係る実施要項及び要求水準書に記載された諸条件を理解した上で、  

甲に対して企画提案を行ったものであることを確認するとともに、その誠実な履行に努め

ることとする。 

 

（事業費） 

第３条 本事業の実施に関して甲が負担する事業費は、９０３，３２０千円（消費税及び  

地方消費税を含む。）と想定する。 

２ 維持管理業務及び運営業務に要する費用については、別紙１により設立される一般財団

法人（以下「財団法人」という。）が行う運営業務による収益によって賄われるものとし、

甲は指定管理委託料を支払わない。 

 

 （納付金） 

第４条 財団法人は、甲が負担する設計業務、建設業務、展示業務及び工事監理業務に要す

る経費から、水木しげる基金繰入金及び本事業に係る補助金等を除いた額に借入金の利子

を加えた額の２０分の１に相当する額を毎年度甲に納付するものとする。 

２ 財団法人は、前項の納付金の他に修繕積立金として、年額１千万円（消費税及び地方消

費税を含む。）を甲に支払うものとする。 

３ 維持管理業務及び運営業務の収支に大きな変動があった場合は、財団法人はその内容や

原因を甲に報告し、対応について協議するものとする。 

 

（事業契約等の締結） 

第５条 甲及び乙は、別紙１のとおり、本事業に係る事業契約等の締結に向けて、それぞれ

誠実に対応するものとする。 

２ 事業契約等の締結までに、乙のいずれかが、実施要項において提示された参加資格の  

一部又は全部を喪失した場合には、甲は事業契約等を締結しないことができる。 

３ 本事業の遂行に係るリスクは、実施要項に示すリスク分担表のとおりとする。 



（準備行為） 

第６条 乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うものとし、

甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。 

 

（事業契約等の不成立） 

第７条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年境港

市条例第１４号）第２条の規定による契約の締結又は境港市公の施設における指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成１７年境港市条例第７号）第７条の規定による指定管

理者の指定が境港市議会に否決されたことにより、事業契約等の締結に至らなかった場合、

既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関

係の生じないことを確認する。 

２ 前項の場合を除き、事業契約等のいずれかが締結に至らなかった場合は、当該契約の締

結に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。損害

賠償金については、甲及び乙の双方の協議によって定める。 

 

 （譲渡の禁止） 

第８条 甲及び乙は、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、

自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。 

 

（秘密保持） 

第９条 甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示し

ないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、境港市情報公開

条例（平成１１年境港市条例第１２号）に基づき開示する場合は、この限りでない。 

 

（協定の有効期間） 

第１０条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から指定管理の指定期間の満了日までとし、

かつ指定管理の開始日から最長２０年間とする。 

２ 本協定の期間満了後の取扱いについては、甲及び財団法人が協議し定めるものとする。 

３ 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第８条及び第９条の規定は存続するものとする。 

 

（協定の変更） 

第１１条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできな

いものとする。 

 

（協議） 

第１２条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び 

乙が協議して定めるものとする。 

 

 



（準拠法及び裁判管轄） 

第１３条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の

第一審の専属管轄は、鳥取地方裁判所米子支部とする。 

 

以上を証するため本協定書９通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

令和４年１１月１８日 

 

甲 住 所 鳥取県境港市上道町 3000番地 

名 称 境港市 

代表者 境港市長 伊達憲太郎 

 

乙 水木しげる記念館再整備事業ＤＢＯ共同事業体 

代表企業 

住 所：東京都調布市布田一丁目 32番 5号 

ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ調布 505 

名 称：株式会社水木プロダクション 

代表者：代表取締役 原口智裕 

                

構成企業 

住 所：鳥取県米子市東町 177番地 

名 称：株式会社平設計 

代表者：代表取締役 足立收平 

 

                構成企業 

住 所：東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 16番 5号 

                     北参道 GATE6階 

名 称：株式会社トーキョー工務店 

代表者：代表取締役 野坂幸司 

 

構成企業 

住 所：鳥取県米子市昭和町 25番地 

名 称：美保テクノス株式会社 

代表者：代表取締役 野津健市 

 

 

 

 



構成企業 

住 所：鳥取県境港市蓮池町 50番地 1 

名 称：株式会社リンクス 

代表者：代表取締役 池田幸仁 

 

構成企業 

住 所：大阪府大阪市北区大深町 3番 1号 

名 称：株式会社丹青社 関西支店 

代表者：関西支店長 大岩典文 

 

構成企業 

住 所：東京都港区赤坂九丁目 7番 1号 

名 称：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 

代表者：代表取締役 大竹健 

 

構成企業 

  住 所：東京都港区愛宕一丁目 1番 1号 1201 

名 称：中山マネジメント株式会社 

代表者：代表取締役 中山三善 

 



別紙１ 本事業に関する業務及び事業契約等 

 

業務及び事業契約等は以下のとおりとする。 

業務及び事業契約等 企業名 

実施要項等に示す施設整備に関

する業務のうち設計業務（本事

業に係る工事の設計並びに必要

な調査、申請及び届出） 

・契約：解体設計業務委託契約 

設計業務委託契約 

住 所：鳥取県米子市東町 177番地 

名 称：株式会社平設計 

代表者：代表取締役 足立收平 

住 所：東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 16番 5号 

    北参道 GATE6階 

名 称：株式会社トーキョー工務店 

代表者：代表取締役 野坂幸司 

実施要項等に示す施設整備に関

する業務のうち建設業務（本事

業に係る工事並びに必要な調

査、申請及び届出） 

・契約：建設業務請負契約 

住 所：鳥取県米子市昭和町 25番地 

名 称：美保テクノス株式会社 

代表者：代表取締役 野津健市 

住 所：鳥取県境港市蓮池町 50番地 1 

名 称：株式会社リンクス 

代表者：代表取締役 池田幸仁 

実施要項等に示す施設整備に関

する業務のうち工事監理業務

（本事業に係る工事監理） 

・契約：工事監理業務委託契約 

住 所：鳥取県米子市東町 177番地 

名 称：株式会社平設計 

代表者：代表取締役 足立收平 

 

実施要項等に示す展示に関する

業務のうち展示設計及び展示業

務（本事業に係る展示設計、内装

等工事、展示物調達等並びに必

要な調査、申請及び届出） 

・契約：展示設計設置等委託契約 

住 所：大阪府大阪市北区大深町 3番 1号 

名 称：株式会社丹青社 関西支店 

代表者：関西支店長 大岩典文 

実施要項等に示す維持管理に関

する業務及び運営に関する業務 

・協定：指定管理基本協定 

一般財団法人を設立する企業 

住 所：東京都調布市布田一丁目 32番 5号 

ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ調布 505 

名 称：株式会社水木プロダクション 

代表者：代表取締役 原口智裕 

参画する企業 

住 所：東京都港区赤坂九丁目 7番 1号 

名 称：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 

代表者：代表取締役 大竹健 

住 所：東京都港区愛宕一丁目 1番 1号 1201 

名 称：中山マネジメント株式会社 

代表者：代表取締役 中山三善 

 


